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一人に一つ

　
２
月
22
日
は
「
猫
の
日
」
で
す
。

猫
は
愛
ら
し
い
動
物
で
す
が
、
無

責
任
な
飼
い
方
を
し
て
し
ま
う
と
、

周
囲
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
責
任
あ
る
飼
い

主
と
し
て
、
次
の
マ
ナ
ー
を
守
り

ま
し
ょ
う
。

①
で
き
る
だ
け
室
内
で
飼
い
ま
し

ょ
う
。

　
猫
は
、
飼
い
主
が
環
境
を
整
え
、

不
妊･

去
勢
手
術
を
す
る
こ
と
で
、

ス
ト
レ
ス
な
く
室
内
で
飼
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
室
内
で
飼
え
ば
周

囲
に
迷
惑
を
か
け
な
い
だ
け
で
な

く
、
事
故
や
病
気
か
ら
飼
い
猫
を

守
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
不
妊･

去
勢
手
術
を
受
け
さ
せ

ま
し
ょ
う
。

　
猫
は
年
に
２
〜
３
回
出
産
す
る

た
め
、
数
が
す
ぐ
に
増
え
る
動
物

で
す
。
責
任
を
持
っ
て
子
猫
を
産

ま
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
不
妊･

去
勢
手
術
を
し
て
、
過
剰
な
繁
殖

を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

③
飼
い
主
が
分
か
る
よ
う
に
、
迷

子
札
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　
飼
い
猫
が
迷
子
に
な
っ
た
り
家

に
帰
れ
な
く
な
っ
た
り
し
た
と
き

に
備
え
て
、
飼
い
主
を
明
示
す
る

こ
と
は
重
要
で
す
。
自
分
の
飼
い

猫
に
責
任
を
持
つ
意
味
で
も
、
迷

子
札
や
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
な
ど
飼

い
主
が
分
か
る
標
示
を
し
ま
し
ょ

う
。

④
飼
え
な
く
な
っ
て
も
、
絶
対
に

捨
て
な
い
で
!

　
猫
に
限
ら
ず
、
飼
っ
て
い
た
動

物
を
捨
て
る
こ
と
は
犯
罪
で
す
。

百
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
や
む
を
得

ず
飼
え
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
新

し
い
飼
い
主
を
自
分
で
見
つ
け
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

⑤
最
後
ま
で
責
任
を
持
っ
て
飼
い

ま
し
ょ
う
。

　
猫
の
寿
命
は
15
〜
20
年
ぐ
ら
い

で
す
。
病
気
に
な
っ
た
場
合
な
ど

世
話
が
大
変
に
な
っ
て
も
、
途
中

で
放
棄
せ
ず
、
最
後
ま
で
愛
情
を

注
い
で
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

引
っ
越
し
を
し
た
と
き
は

「
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム in 

ふ
く
つ
」を
開
催
し
ま
し
た

猫
を
飼
っ
て
い
る
か
た
へ ▲さまざまなイベントがありました

　
12
月
19
日
、
イ
オ
ン
モ
ー
ル
福

津
で
「
第
11
回
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム

in

ふ
く
つ
〜
世
界
遺
産
と
と
も

に
ゆ
た
か
な
環
境
を
!
〜
」
を
開

催
し
ま
し
た
。

　
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
勾

玉
づ
く
り
や
段
ボ
ー
ル
コ
ン
ポ

ス
ト
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の
体
験
イ

ベ
ン
ト
を
は
じ
め
、
九
州
産
業

大
学
漫
画
同
好
研
究
会
に
よ
る

九
産
ラ
イ
ダ
ー
シ
ョ
ー
、
ミ
ニ

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
な
ど
を
行
い

ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
子
ど

も
に
人
気
の
環
境
ク
イ
ズ
と
輪

投
げ
や
、
郷
づ
く
り
推
進
協
議

会
の
活
動
紹
介
、
環
境
保
全
団

体
の
活
動
報
告
な
ど
を
展
示
し

ま
し
た
。
約
３
９
０
０
人
も
の

来
場
者
が
訪
れ
、
多
く
の
人
に

環
境
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
う

機
会
に
な
り
ま
し
た
。

　
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
す
る
に

あ
た
っ
て
、
企
画
運
営
委
員
や

光
陵
高
校
、
水
産
高
校
、
九
州

産
業
大
学
、
九
州
工
業
大
学
、

市
民
活
動
団
体
の
皆
さ
ん
に
、

多
く
の
御
協
力
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
皆
さ
ん

に
御
理
解
と
御
協
力
を
い
た
だ

け
る
環
境
保
全
の
た
め
、
啓
発

活
動
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

環
境
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板
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津
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▲住所の異動があれば、異動届を忘れずにお願いします

　
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
異
動

の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

異
動
届
の
種
類

転
入
届…

市
外
か
ら
異
動
の
と
き

転
出
届…

市
外
へ
異
動
の
と
き

転
居
届…

市
内
で
異
動
の
と
き

届
出
期
間

　
転
入
届
、
転
居
届
の
期
間
は
、

住
所
の
異
動
を
し
て
か
ら
14
日
以

内
で
す
。
転
出
届
の
期
間
は
、
住

所
を
異
動
す
る
日
の
前
後
14
日
以

内
で
す
。

届
出
人

　
転
出
届
、
転
居
届
の
と
き
は
、

異
動
す
る
人
も
し
く
は
世
帯
員
が

届
出
人
で
す
。
転
入
届
の
と
き
は
、

転
出
証
明
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る

異
動
す
る
人
が
届
出
人
で
す
。
そ

れ
以
外
の
人
が
届
け
出
る
場
合
は
、

異
動
す
る
人
か
ら
の
委
任
状
と
委

任
さ
れ
た
人
の
印
鑑
が
必
要
で
す
。

必
要
な
物

　
運
転
免
許
証
な
ど
公
的
機
関
が

発
行
し
た
写
真
付
き
の
本
人
確
認

書
類
が
必
要
で
す
。
持
っ
て
い
な

い
場
合
は
保
険
証
、
年
金
手
帳
な

ど
の
本
人
確
認
書
類
が
２
点
必
要

で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
証
や
介
護
保
険

証
、
乳
幼
児
医
療
証
、
子
ど
も
医

療
証
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を

お
持
ち
の
人
は
、
そ
れ
ら
の
住
所

変
更
手
続
き
も
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、御
持
参
く
だ
さ
い
。

　
転
入
届
、
転
居
届
に
は
、
個
人

番
号
の
通
知
カ
ー
ド
や
個
人
番
号

カ
ー
ド
に
住
所
変
更
の
記
入
も
必

要
で
す
。
異
動
す
る
人
全
員
分
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
の
申
請
を
異
動
前
に

し
て
い
た
と
き
は
、
住
所
を
変
更

し
た
こ
と
に
よ
り
申
請
が
無
効
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
御
注

意
く
だ
さ
い
。
申
請
が
無
効
に

な
っ
た
場
合
は
、
再
度
申
請
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
転
入
届
に
は
、
前
住
所
地
の
市

区
町
村
で
発
行
さ
れ
た
転
出
証
明

書
の
提
出
が
必
要
で
す
。た
だ
し
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
や
個
人
番

号
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
場
合
は
、

特
例
に
よ
り
転
出
証
明
書
の
提
出

が
不
要
に
な
り
ま
す
（
前
住
所
地

へ
の
転
出
届
は
必
要
で
す
）。

　
国
外
か
ら
転
入
す
る
人
は
、
パ

ス
ポ
ー
ト
、
戸
籍
謄
本
と
附
票
も

必
要
で
す
。

届
出
窓
口

・
福
間
庁
舎
　
市
民
課
市
民
係

・
津
屋
崎
庁
舎
　
市
民
課
市
民

サ
ー
ビ
ス
係

問
い
合
わ
せ

市
市
民
課
市
民
係
（
福
間
庁
舎
）

☎
４
３
・
８
１
０
３

市
役
所
で
の
手
続
き
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
で
す

　
１
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個

人
番
号
）
の
運
用
が
開
始
さ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
市
役
所
の

一
部
の
手
続
き
で
通
知
カ
ー
ド
や

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
、
申

請
書
等
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
通
知
カ
ー
ド
が
お
手
元
に
届
い

て
い
な
い
場
合
や
紛
失
し
た
場
合

は
、
市
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
専
用
ダ
イ

ヤ
ル
（
☎
６
２
・
６
０
７
４
）
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
手
続
き
の
基
本
的
な
流
れ

①
申
請
書
等
に
対
象
者
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
記
入

②
対
象
者
の
通
知
カ
ー
ド
も
し
く

は
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示

③
本
人
確
認

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
た

場
合
は
、
そ
れ
の
み
で
本
人
確
認

が
で
き
ま
す
。
通
知
カ
ー
ド
を
提

示
し
た
場
合
は
、
他
の
本
人
確
認

書
類
（
運
転
免
許
証
等
）
も
必
要

で
す
。

※

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、

委
任
状
や
、
代
理
人
の
本
人
確
認

書
類
も
必
要
で
す
。

窓
口
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

必
要
と
な
る
主
な
手
続
き

 

市
民
課

・
国
民
健
康
保
険

・
後
期
高
齢
者
医
療

・
乳
幼
児
・
こ
ど
も
医
療

・
重
度
障
害
者
医
療

・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

 

税
務
課

・
市
税
の
減
免
申
請

・
納
税
証
明
書
発
行

 

こ
ど
も
課
　

・
児
童
手
当

・
児
童
扶
養
手
当

・
特
別
児
童
扶
養
手
当

 

福
祉
課

・
生
活
保
護

・
自
立
支
援
医
療

・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

・
障
害
者
手
帳

・
障
害
児
通
所
支
援

・
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
助
成
　

 

高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
課

・
介
護
保
険

 

い
き
い
き
健
康
課

・
母
子
手
帳
交
付

・
未
熟
児
養
育
医
療

※

手
続
き
の
詳
細
は
、
申
請
す
る

部
署
に
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※

所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

は
、
平
成
28
年
分
の
申
告
か
ら
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

※

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
と
な
る

主
な
手
続
き
は
、
今
後
、
追
加
・

変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▲愛情と責任を持って世話をしてください ま
が

▲通知カードまたは
　個人番号カードをお忘れなく
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